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表紙の写真は、鳥飼西一丁目の田んぼ

　
以
前
、
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式

ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
行
っ

て
い
た
道
路
の
破
損
情
報
の

収
集
を
、
11
月
１
日
か
ら
新

た
に
「
ロ
ゴ
・
フ
ォ
ー
ム
」

を
利
用
し
た
情
報
収
集
と
し

て
再
開
し
ま
す
。
※
ロ
ゴ
・

フ
ォ
ー
ム
と
は
、
行
政
手
続

き
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
た
め

の
総
合
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
こ
れ
ま
で
の
道
路
情
報
に

加
え
、
公
園
施
設
の
破
損
情

報
の
収
集
を
開
始
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
を
基

に
、
市
内
道
路
・
公
園
施

設
の
維
持
管
理
に
努
め
ま

す
。
市
内
の
道
路
、
公
園
に

お
け
る
破
損
を
見
か
け
た
ら

下
記
Ｑ
Ｒ
か
ら
ご
報
告
く
だ

さ
い
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
可
）
ご

報
告
い
た
だ
い
た
情
報
の
対

応
状
況
は
、
月
に
１
回
、
各

課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し

ま
す
。

問
合
せ　
道
路
管
理
課
・
水

み
ど
り
課
へ

市内道路の破損情報収集を再開
新たに公園施設の破損情報も

進むデジタル化

▲道路

▲公園

　
国
土
交
通
省
は
、
イ
ン
フ

ラ
の
維
持
管
理
の
効
率
化
に

向
け
て
、
包
括
的
民
間
委
託

導
入
を
検
討
す
る
自
治
体
へ

の
支
援
を
行
う
と
し
て
お

り
、
そ
の
モ
デ
ル
自
治
体
に

本
市
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
市
と
し
て
も
、
こ
の
支
援

を
活
用
し
、
市
内
の
道
路
や

公
園
な
ど
の
維
持
管
理
が
効

率
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
検

討
を
進
め
ま
す
。

　
国
土
交
通
省
は
本
市
に
対

し
、
民
間
活
力
活
用
促
進

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
有

識
者
か
ら
の
助
言
を
基
に
、

包
括
的
民
間
委
託
導
入
に
お

け
る
必
要
な
調
査
、
検
討
、

資
料
作
成
な
ど
を
１
～
２
年

間
支
援
す
る
予
定
で
す
。

インフラ維持管理
効率化に向けて

モデル自治体に
決定

ピックアップ＆トピックス

市民税・府民税の過大還付
全額返還を認める

　
平
成
30
年
度
住
民
税
に
係

る
還
付
金
を
本
来
の
額
よ
り

約
１
千
５
０
０
万
円
多
く
還

付
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
、
市
は
相
手
方
に
返
還
を

求
め
て
、
令
和
２
年
8
月
20

日
に
大
阪
地
方
裁
判
所
に
不

当
利
得
返
還
請
求
事
件
と
し

て
訴
状
を
提
出
し
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
3
年
10
月
13
日

に
裁
判
所
か
ら
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
判
決
の
主
旨
は
、
被
告
が

　
10
月
３
日
、
和
歌
山
市
の

紀
の
川
を
横
断
す
る
六
十
谷

水
管
橋
の
一
部
が
崩
落
し
た

こ
と
を
受
け
、
日
本
水
道
協

会
和
歌
山
県
支
部
か
ら
大
阪

府
支
部
へ
の
要
請
に
よ
り
、

市
で
は
４
日
か
ら
11
日
ま

で
、
応
急
給
水
車
１
台
、
先

導
車
１
台
、
職
員
延
べ
14
人

の
派
遣
と
、
非
常
用
飲
料
水

袋
（
６
ℓ
）
を
６
０
０
袋
を

提
供
し
、
応
急
給
水
支
援
活

動
を
行
い
ま
し
た
。

　
現
地
で
は
、
主
に
小
学
校

や
医
療
機
関
な
ど
へ
の
給
水

活
動
を
担
当
し
、
浄
水
場
か

和歌山市の水管橋崩落を受け
応急給水支援活動を実施

ら
ピ
ス
ト
ン
輸
送
で
給
水
を

行
い
ま
し
た
。

周辺自治体の協
力

訴状に対する判
決

▶
給
水
車
出
発
の
様
子

原
告
（
摂
津
市
）
に
対
し
て

過
還
付
金
約
１
千
５
０
０
万

円
の
全
額
と
利
息
に
つ
い
て

支
払
う
こ
と
を
命
じ
る
も
の

で
し
た
。

　
市
と
し
て
は
、
本
判
決
に

お
い
て
、
市
の
主
張
が
認
め

ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
お

り
、
今
後
は
判
決
内
容
に
基

づ
き
、
相
手
方
に
対
し
て
還

付
金
な
ど
の
返
還
を
求
め
る

た
め
に
必
要
な
手
続
き
を
進

め
て
い
く
予
定
で
す
。


